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建設業退職金共済証紙購入状況報告書作成上の注意 

 

１ 掛金収納書 

(1) 「発注者名」については、例えば○○土木事務所長（氏名）等契約書上の発注者を

記入する。なお、下請負業者については、元請負業者名を記入する。 

(2) 「元請契約の工事番号及び工事名」については、契約書どおり記入する。 

なお、下請負業者についても同様とする。 

 

２ 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 

(1) 工事請負契約金額が 500 万円以上の場合は、建設業退職金共済制度（以下「建退

共制度」という。）の掛金収納書を貼付した建設業退職金共済証紙購入状況報告書を

工事請負契約締結後１ヶ月以内に提出する。 

(2) あて名は契約書上の発注者とする。 

 (3) 「工事名」、「契約年月日」、「請負金額」、「変更請負金額」は契約書のとおり

記入する。 

 (4) 購入額の記入方法 

ア 「共済証紙購入の考え方に基づき計算した参考額」は、別紙「共済証紙購入の考え

方について」のとおりとし、「工事種類別及び請負金額の当てはまる割合」及び「対

象工事における労働者の建退共制度加入率（％）」を記入し算出する。 

変更契約を締結した場合は「共済証紙購入の考え方に基づき計算した参考額」を

算出し直す。 

イ 「共済証紙購入額」は掛金収納書に記載されている金額（下請負業者の収納書が

ある場合は、それを合算した金額）を記入する。 

共済証紙を追加購入した時は、「共済証紙購入額」はそれ以前に購入した金額を

含んだ合計額を記載する。 

(5) 掛金収納書（契約者が発注者へ）の貼付がない又は、共済証紙の購入額が少ない場

合の理由欄記入方法 

この報告書に掛金収納書の貼付がない場合及び、報告書の「共済証紙購入の考え方

に基づき計算した参考額」に対し「共済証紙購入額」が少ない場合は、その理由を記

入する。 

   その理由とは、 

          ア 会社に退職金制度がある。 

イ 従業員が中小企業退職金共済事業の被保険者である。 

ウ その他の退職金制度に加入している。（以上は、貼付しない場合の理由） 

エ 対象労働者数及び就労予定日数を把握して計算した。（少ない場合の理

由） 

オ その他 

  の場合をいう。 

(6) 共済証紙取扱機関から証紙を購入のうえ、取扱機関から交付される掛金収納書（契

約者が発注者へ）を貼付する。 

なお、契約者が工事の一部を下請負に付した場合で、下請負業者が自ら証紙を購入し

た場合にはその掛金収納書（契約者が発注者へ）も併せて貼付する。 
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別紙 共済証紙購入の考え方について 
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１－６  現場代理人等通知書・主任技術者等設置届  
 

（１）現場代理人等通知書  
契約担当者は、受注者が、工事現場に常駐させ、監督員の監督又は指

示に従って工事現場の運営、取締り及び工事に関する一切の事項を処理

させる現場代理人を置く場合においては、現場代理人設置届（第３号様

式）により届け出させるものとする。現場代理人を変更したときも同様

とする（神奈川県工事執行規則第13条）。  
 

（２）主任技術者等設置届  
契約担当者は、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさ

どる者（以下「主任技術者等」という。）を受注者に設置させ、主任技

術者等設置届（第４号様式）により届け出させるものとする。主任技術

者等を変更したときも同様とする（神奈川県工事執行規則第14条）。  
 

（３）経歴書  
通知は、現場代理人設置届 (工事執行規則第3号様式 )及び主任技術者等

設置届 (工事執行規則第 4号様式 )によるものとし、各々に経歴書 (第 3号様

式 )を添付するものとする（神奈川県公共工事標準請負契約約款の運用基

準第10条）。  
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（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型）   

現 場 代 理 人 設 置（変 更）届 

年  月  日   

  神奈川県知事 殿 

  (   所長) 

住 所
氏 名〔法人にあっては、所在地、

名称及び代表者の氏名  〕◯印   

 次のとおり現場代理人を設置（変更）したので届け出ます。 

契 約 工 事 名  

現場代理人住所  

現場代理人氏名  

摘 要 

 

備考 現場代理人に委任しない権限があるときは、摘要の欄に、その委任しない権限内容を記入してくだ

さい。 
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（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型）   

主任技術者等設置（変更）届                

年  月  日   

  神奈川県知事 殿 

  (   所長) 

住 所
氏 名〔法人にあっては、所在地、

名称及び代表者の氏名  〕◯印   

 次のとおり主任技術者等を設置（変更）したので届け出ます。 

契 約 工 事 名  

主任技術者等住

 

 

主任技術者等氏

 

 

主 任 技 術 者        

等 の 種 類 

・専 

任 

 

・主任技術

者 

 

・現場代理人を兼ねる 

・現場代理人を兼ねない 

監理技術者資格

者 証 の 有 
・あ  り        ・な し 

備 考 
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経歴書（記入例） 
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１－７  請求書（前払金）  
  受注者は、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄

託して、請負代金額の10分の○以内の前払金の支払を請求することができる

（工事請負契約書第35条第1項）。  
 

神奈川県財務規則第７７条、財務規則の運用について第７１号様式  
第７１号様式（前払金請求書）（用紙Ａ４縦長型） 
 

請 求 書 
 
 
          円 
 

〇〇〇（工事場所を記載）、〇〇〇（工事名を記載）、請負代金に対する前払代金を

上記のとおり保証証書を添えて請求します。 
 
   年  月  日 
 

請求者 住所 
    氏名           印 

 
 契約担当者 
  職 氏 名    殿 
 

内  訳 
 

区  分 金  額 摘  要 

請 負 代 金 額   

請負代金額に対する ／10の金額   

今 回 請 求 額   

 
保証証書番号 
預金銀行名 
 （預金種別、口座番号） 
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１－８  コリンズ（CORINS）への登録  
 

受注者は、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した

「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監

督員の確認を受けたうえで、登録機関（JACIC）に登録申請する。また、

登録完了後に登録機関発行の「登録内容確認書」を監督員に提示しなけれ

ばならない。なお、変更時と工事完成時の間が１０日間（土曜日、日曜日、

祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。  

 

  （１）登録対象工事  

受注・変更・完成・訂正時において工事請負代金が５００万円以上の

もの。  

なお、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同

様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受

けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。  

  （２）登録時期  

受注時：契約後、土・日曜日、祝日等を除き１０日以内  

変更時：変更があった日から土・日曜日、祝日等を除き１０日以内  

完成時：工事完成後（竣工後）、土・日曜日、祝日等を除き１０日以  

    内  

訂正時：適宜  

 

※  工事実績の登録方法については、JACICホームページを参照  

     （https://cthp.jacic.or.jp/）「マニュアル、困った時の操作方法」  
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２．施工管理  
 
２－１  工事打合簿  
 

工事打合簿は、発注者及び受注者が工事施工状況についてお互いに確認しあ

い、行き違いのないように書類に記録しておく重要な書類である。  
工事打合簿の作成においては、設計図書の要求事項を明確にするとともに、

それを確認できる必要最小限の関係書類を添付する。  
 
（１）定義・留意点  

  ①指示  
「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工

事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう

（共通仕様書1-1-1-2）。  
実務上では、監督員が工事内容の変更等について工事打合簿により受

注者に指示し、受注者は指示内容（施工位置、数量、形状寸法、品質、

その他指示事項等）を確認のうえ、監督員に回答することとなる。  
なお、緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等

を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面

により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする（共通

仕様書1-1-1-6）。  
②協議  

「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者また

は監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう（共通

仕様書1-1-1-2）。  
実務上では、受注者からの工事打合簿により監督員に協議される場合

が多い。  
協議内容の多くは、設計図書と工事現場の状態の不一致等によるもの

と考えられ、この場合、工事数量及び構造変更等設計変更に関わる事項

が多いので、十分な現地調査、構造の検討を行い、協議内容（理由、対

策検討の内容、数量、形状寸法、施工方法等）を工事打合簿で明確に記

載して協議を行わなければならない。  
③通知  

      「通知」とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間

で、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせるこ

とをいう（共通仕様書1-1-1-2）。  
④承諾  

      「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは

監督員または受注者が書面により同意することをいう（共通仕様書1-

1-1-2）。  
承諾事項は品質管理に関する項目が多く、承諾を受ける内容を明確に  

記入するとともに、必要な最小限の関係資料を添付する。  
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⑤提出  
「提出」とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し

工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう

（共通仕様書1-1-1-2）。  
提出事項は、施工計画書等の書類、材料の見本または資料の提出等、   

施工前の処置事項が多く、提出が遅延すると工程に影響を来すので留意

する。  
 

⑥報告  
      「報告」とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果につ

いて、書面により知らせることをいう（共通仕様書1-1-1-2）。  
報告内容は主として事故、苦情、施工中の異常発見であり、工事打合   

簿により監督員に報告される。この場合、遅延なく、的確に監督員に報

告しなければならない。  
 

「提示」、「連絡」については、工事打合簿を作成する必要はない。  
 

２）受注者の保存義務  

 ☆  受注者は、「工事打合簿」を引渡日から１０年間保存する義務がある

（建設業法施行規則第２６条第５項、第２８条第２項）  
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（記入例）工事打合簿 
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２－２  再生資源  
 
２－２－１  再生資源利用計画書（実施書）及び  
     再生資源利用促進計画書（実施書）  
 

（建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書Ⅱ1(2)～ (4),

Ⅱ3(1)）  
Ⅱ1（2）請負代金の額が１００万円以上（税込）の場合には、次項Ⅲ．に基づ

き建設副産物情報交換システムに工事情報を登録すること。  
Ⅱ1（３）建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用

促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添

付するとともに、監督員に提出して説明すること。  

Ⅱ1（４）再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやす

い場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）すること。  

Ⅲ３（１）再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、

産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合した上で実施状況を記録し、建設副産

物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進実施書」及び

「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告

すること。 
 

建設副産物情報交換システム   http://www.recycle/jacic.or.jp/ 
 ※ 初めて利用する場合はホームページ内の「システム利用申請方法」を確認願います。 
 
 
２－２－２  産業廃棄物管理表  
 

産業廃棄物の処理責任は、廃掃法上、排出事業者が負うこととされているが、

排出事業者がその運搬又は処理を委託する場合、廃棄物の種類、運搬先ごとに

産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付することとされている。ここで、排

出事業者とは、建設工事の場合、受注者（元請負者）と解される。  
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票

（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正に処理されているこ

とを確かめるとともに監督員に提示しなければならない。（共通仕様書1-1-1-

1９〔建設副産物〕）  
 監督及び検査時は、産業廃棄物管理票を提示すればよく、産業廃棄物管理票

又はコピーを提出する必要はない。  
なお、受注者は、産業廃棄物管理票を５年間保管する義務がある。  
以下２－２－３～５は、神奈川県独自の提出書類である。  
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２－２－３  コンクリート塊等搬入完了報告書  
 

（１）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として県土

整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。  
その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関

する事務取扱要領」に基づき、コンクリート塊等搬入（変更）計画書

（参考様式）を参照して、コンクリート塊等の搬入日時、数量等につい

て、あらかじめコンクリート塊等の指定工場と連絡を取ること。  

また、搬入先その他のコンクリート塊等の再資源化に関する内容（再

生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、

所定の手続きを取ること。（建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調

査に係る特記仕様書Ⅱ２（６））  
（２）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、「コン

クリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に

基づき、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完

了したときは、速やかにコンクリート塊等搬入完了報告書に指定工場の

証明を受けて監督員に報告すること。（建設廃棄物の取扱い及び建設副

産物実態調査に係る特記仕様書Ⅱ３（４））  
 
 
２－２－４  建設リサイクル資材利用報告書  
 

（１）道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則と

して、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取

扱要領」に基づく県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕

石等を調達すること。  
その際には、請負工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領

に基づき、建設リサイクル資材利用（変更）計画書（参考様式）を参照し

て、建設リサイクル資材の利用日時、数量等について、あらかじめ再生骨

材購入指定工場と連絡を取ること。  

また、購入先その他の建設リサイクル資材の利用に関する内容（再生資

源利用計画書）を記載した施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を

添えて、監督員に提出するなど、所定の手続きを取ること。（建設廃棄物

の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書Ⅱ１（１４）ア）  
（２）工事が完了したときは、上記要領に基づき、当該工事に使用した再生砕

石等の使用数量を建設リサイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場

の納入証明を受け、監督員に提出すること。（建設廃棄物の取扱い及び建

設副産物実態調査に係る特記仕様書Ⅱ１（１４）ア）  
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２－２－５  建設発生木材等搬入完了報告書  
 

（１） 建設発生木材等は、原則として県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬  

  入すること。  

その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基

づき、建設発生木材等搬入（変更）計画書（参考様式）を参照して、建設

発生木材等の搬入日時、数量等について、あらかじめ建設発生木材等の指

定施設に連絡を取ること。  

また、搬入先その他の建設発生木材等の再資源化に関する内容（再生資

源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定

の手続きを取ること。（建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係

る特記仕様書Ⅱ２（７））  
（２）建設発生木材等については、「建設発生木材等の再資源化に関する事務

取扱要領」に基づき、当該工事で発生した建設発生木材等の指定施設への

搬入を完了したときは、速やかに建設発生木材等搬入完了報告書に指定施

設の証明を受けて監督員に報告すること。（建設廃棄物の取扱い及び建設

副産物実態調査に係る特記仕様書Ⅱ３（６））  
 
 
２－２－６  建設発生土搬出のお知らせ  

受注者は、建設発生土を発生現場から他の市町村へ100㎥以上搬出する場合

は、搬出前に搬出先区市町村の建設発生土担当窓口に建設発生土搬出のお知ら

せ（様式２）を提出しなければならない。  

なお、情報提供後速やかにその写しを監督員に提出すること。 
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参考様式（第14条関係）

　　　年　　月　　日　

〔登録・認定事業者〕

　 殿

〔請負人〕　　

　 　（所在地）　 　　　

　 　（商号又は名称）

　（現場代理人）   

　

1 工事名

2 路線・河川名 　

3 施工箇所

4 契約工期 年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日まで

コンクリート塊等の種類 数量 搬入予定期間 備考

コンクリート塊 　　m3 　　　年　　月　　日　から
　　　年　　月　　日　まで

　

アスファルト・コンクリート
塊 m3 　　　年　　月　　日　から

　　　年　　月　　日　まで

路盤廃材 m3 　　　年　　月　　日　から
　　　年　　月　　日　まで

コンクリート塊等搬入（変更）計画書

　 コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領第14条第１項の規定により、こ
の工事において発生するコンクリート塊等の数量及び搬入予定期間について連絡します。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-８ 

第８号様式(第14条関係）（用紙　日本産業規格A４縦長型）

　　　年　　月　　日　

〔事務所工事監督員〕

殿

　

〔請負人〕　　

　 （所在地）　 　　　

　 （商号又は名称）

（現場代理人）   

　

1 工事名

2 路線・河川名 　

3 施工箇所

4 契約工期 年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日まで

コンクリート塊等の種類 数量 搬入期間 備考

コンクリート塊 m3 　　　年　　月　　日　から
　　　年　　月　　日　まで

アスファルト・コンクリート
塊 m3 　　　年　　月　　日　から

　　　年　　月　　日　まで

　
路盤廃材 m3 　　　年　　月　　日　から

　　　年　　月　　日　まで

　上記のとおりであることを証明します。　

　　　年　　月　　日　

　

　 　 〔証明者〕　　

　 　　  （登録・認定事業者）　  　　

　 （所在地）　　　 　

（品質管理者） 　

　この工事において搬入したコンクリート塊等の数量及び搬入期間は次のとおりでしたので報告します。

コンクリート塊等搬入完了報告書
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参考様式（第15条関係）

　　　年　　月　　日　

〔登録・認定事業者〕

殿

　

〔請負人〕　　

　 　（所在地）　 　　　

　 　（商号又は名称）

　（現場代理人）   

　

1 工事名

2 路線・河川名 　

3 施工箇所

4 契約工期 年　　月　　日　から　　　年　　月　　日まで

認定資材名 規格・寸法等 認定番号 数量 使用期間

　年　月　日　から
　年　月　日　まで

　年　月　日　から
　年　月　日　まで

　

　年　月　日　から
　年　月　日　まで

　

　年　月　日　から
　年　月　日　まで

　

　 　

　

備考

　コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領第15条第１項の規定に
より、この工事における建設リサイクル資材の使用予定は次のとおりです。

建設リサイクル資材 利用(変更）計画書
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第９号様式（第15条関係）(用紙　日本産業規格４縦長型）

　　　年　　月　　日　

〔事務所工事監督員〕

殿

　

〔請負人〕　　

　 　（所在地）　 　　　

　 　（商号又は名称）

　（現場代理人）   

　

1 工事名

2 路線・河川名 　

3 施工箇所

4 契約工期 年　　月　　日　から　　　　年　　月　　日まで

認定資材名 規格・寸法等 認定番号 数量 使用期間

　年　月　日　から
　年　月　日　まで

　年　月　日　から
　年　月　日　まで

　

　年　月　日　から
　年　月　日　まで

　

　年　月　日　から
　年　月　日　まで

　上記のとおりであることを証明します。　

　　　年　　月　　日　

　

　 〔証明者〕　　

　    （登録・認定事業者）　

　    （所在地）　　　 　

   （品質管理責任者） 　

　この工事において使用した建設リサイクル資材は次のとおりでしたので報告します。

備考

建設リサイクル資材利用報告書
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参考様式（第 14条関係） 

建設発生木材等搬入（変更）計画書 

 
年 月 日 

 
〔指定施設〕 

           様 

 
〔請負人〕 

所在地     

商号又は名称  

現場代理人                        

 

 
１ 工事名 

２ 路線・河川名 

３ 施工個所又は工事場所 

４ 契約工期       年  月  日から    年  月  日まで 

 
 建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領第 14 条第４項の規定に基づき、この工事におい

て発生する建設発生木材等の品目、数量、搬入予定期間は次のとおりです。 

 

品目 数量 搬入予定期間 備考 

解体木くず ﾄﾝ・ｍ3 

    年  月  日 

    から 

    年  月  日 

 

伐木材 ﾄﾝ・ｍ3 

    年  月  日 

    から 

    年  月  日 

 

伐根材 ﾄﾝ・ｍ3 

    年  月  日 

    から 

    年  月  日 
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第 10 号様式（第 14条関係） 

建設発生木材等搬入完了報告書 

 
年 月 日 

 
〔事務所名又は課名〕 

〔監督員職氏名〕 

           様 

 
〔請負人〕 

所在地     

商号又は名称  

現場代理人                        

  

 
１ 工事名 

２ 路線・河川名 

３ 施工個所又は工事場所 

４ 契約工期       年  月  日から    年  月  日まで 

 
 この工事において搬入した建設発生木材等の品目、数量、搬入期間は次のとおりでしたので報告し

ます。 

 

品目 数量 搬入予定期間 備考 

解体木くず ﾄﾝ・ｍ3 

    年  月  日 

    から 

    年  月  日 

 

伐木材 ﾄﾝ・ｍ3 

    年  月  日 

    から 

    年  月  日 

 

伐根材 ﾄﾝ・ｍ3 

    年  月  日 

    から 

    年  月  日 

 

 

 上記のとおりであることを証明します。 

年  月  日 

 

〔証明者〕 

〔指定施設〕 

（商号又は名称） 

（施設責任者）                      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建設発生土搬出のお知らせ 
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２－３  協議資料  
 

２－３－１ 関係官公庁協議資料  
 

（共通仕様書1-1-1-3６）  
（１）受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他関係機関との連絡を

保たなければならない。  
（２）受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその

他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより

実施しなければならない。  
（３）受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面

を監督員に提示しなければならない。  

   なお、監督員から請求があった場合は、写しを提出しなければなら

ない。  
 

関係官公庁等への届出等の実施にあたっては、監督員への事前の報告は

不要である。  
 
 

２－３－２ 近隣協議資料  
 

（共通仕様書1-1-1-3６）  
（１）受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自

らの責任において行わなければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督

員に連絡の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければな

らない。  
 
（２）受注者は、交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす

等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそ

れに従うものとする。  
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２－４  工事用材料検査申請書・材料検査（確認）願  
 
◎  工事材料の検査（確認）の対象材料は、共通仕様書に規定する指定材料及

び設計図書で指定されたものとする。  

 

２－１７頁に指定材料の品質確認一覧表を示す。  

 

◎  工事材料の検査（確認）にあたっては、受注者は、「工事用材料検査申請

書」及び「材料検査（確認）願」を作成する。  

 

（１）書類作成上の留意点  

１）工事用材料検査申請書（神奈川県工事執行規則第５号様式）  

   ① 受注者は、工事用材料検査申請書に指定材料を一括して記載し、工事着手前に

提出する。 
   ② 工事用材料検査申請書は契約書に綴じる。 
   ③ 当該工事において検査（確認）を要する工事用材料がない場合には、工事用材

料検査申請書に「当該材料なし」と明記のうえ提出する。 
   ④ 設計変更により新たに検査（確認）を要する工事材料が加わった場合には、新

しい品目について申請書を提出する。 
   ⑤ 監督員は、申請書に記載された材料すべての検査（確認）を終了したときは、

申請書の余白に次により検査終了を証する。 
 

  年 月 日検査に合格す 
職 氏名         印 

 
２）材料検査（確認）願（約款の運用基準第２４号様式） 

   ① 受注者は、対象材料を使用前に監督員に提出する。 
   ② 搬入数量は受注者が記入し、確認年月日、確認方法及び合格数量は監

督員が記入し、確認印を押印する。  
   ③ 備考欄は、確認において指示を受けた事項及び材料の品質、規格等で

特記すべき事項があれば記入する。  

 
（２）材料検査（確認）の留意点  

  ①  施工計画打合せ時に、対象材料を監督員と確認しておく必要がある。 

  ②  検査（確認）は、搬入毎、又は使用前にまとめておこなってもよい。  

  ③  検査（確認）は一部の材料かサンプルと品質証明資料等を基に、要求

された品質及び規格に適合しているか確かめるものであり、規格及び型

式毎に１回以上実施する。  

  ④  材料検査（確認）は抽出検査であり、設計図書で全数検査とされてい

る場合以外は、全数確認の必要がない。  
 
（３）監督員の臨場  

監督員は材料検査（確認）願により、臨場し、材料確認を行う。  

やむを得ず臨場確認が得られない場合は、その外観及び品質証明書等を

照合して確認した資料を提出し、机上確認を受けることができる。  
２-１５ 



（４）指定材料の品質確認一覧表以外の材料確認について  
指定材料の品質確認一覧表以外の材料については、事前に監督員の確認

を受ける必要はない。  
   ただし、材料によっては「品質証明資料の提出」が必要な場合があるので注意が必

要である。 
   例）アスファルト舗装の材料（共通仕様書3-2-6-3） 

    （１）加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルト 

       （※事前審査認定書がない場合） 

    （２）再生用添加剤 

    （３）プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料 
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受注者は、使用する材料の品質を確認した後、監督員にそれを証明する資料を

提出する。 

したがって、品質証明資料として材料製造会社等が発行する資料を監督員に提

出する場合、製造会社等が発行する資料の宛先は「受注者」となる。 

 



指定材料の品質確認一覧表 
区   分 確 認 材 料 名 摘  要 

鋼   材 

構造用圧延鋼材 ＪＩＳマーク表示品以外 

プレストレスコンクリート用鋼

材（ポストテンション） 
ＪＩＳマーク表示品以外 

鋼製ぐい及び鋼矢板 ＪＩＳマーク表示品以外 

セメント及び混和材 

セメント ＪＩＳマーク表示品以外 

混和材料 ＪＩＳマーク表示品以外 

セメントコンクリート

製品 

セメントコンクリート製品一般 ＪＩＳマーク表示品以外 

コンクリート杭、 

コンクリート矢板 
ＪＩＳマーク表示品以外 

その他 

レディーミクストコンクリート 

ＪＩＳマーク表示認定製品

を製造している工場以外で

生産されたもの 

アスファルト混合物 
事前審査制度の認定混合物

を除く 

薬液注入材  

種子・肥料  

薬剤  

その他、設計図書の指定による  

※仮設材を除く 
（共通仕様書第２編第１章第２節 表2-1-2） 

 
（注） 構造用圧延鋼材に、鉄筋コンクリート用棒鋼は含まない。 
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＜記入例＞ 

（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型）   

 
工 事 用 材 料 検 査 申 請 書                

令和○年○月○日  
  ○○土木事務所長 殿 
 

住所 ○○市○○町○－○－○ 

氏名 ○○建設（株）   ◯印   

 
 

次のとおり工事用材料の検査を受けたいので、申請します。 
１ 契 約 工 事 名         □□□□□□□□□□□□□□□工事 
２ 契 約 金 額         ○○，○○○，○○○円 
３ 工 事 場 所         ○○市○○町○－○－○○ 
４ 工事用材料の内訳  

品         名 規      格 摘        要 

Ｈ形鋼 

300×300 

400×400 

250×250 

 

プレキャストＬ型擁壁 

Ｈ＝4000 

Ｈ＝3500 

Ｈ＝3000 

 

 
  

   

   

   

 

 

２－１８  

※ 当該工事において検査（確認）を要する工事用材

料がない場合には、「当該材料なし」と明記のうえ提

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料検査（確認）願 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-１９ 



２－５  段階確認書  
 

「段階確認」とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等

により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう（共通仕様書3-1-

1-1）。  
 

段階確認は、「監督員による確認及び立会等」（共通仕様書3-1-1-5）に規

定されている。  
 なお、共通仕様書「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき、施工計画書作成の

段階に受注者・発注者間で、立会い工種、確認頻度を決定しておく。  
 
（１）実施方法  

①  受注者は、「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す確認時期において、

段階確認を受けなければならない。  
②  受注者は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期

等）を所定の様式（段階確認書）により監督員に提出しなければならな

い。  
③  監督員は段階確認書により段階確認予定を受注者に通知し、臨場等は、

提示された資料に基づき該当箇所の確認を行うこととなる。  
④  段階確認は受注者が臨場するものとし、監督員氏名及び確認実施日等

が記入された書面及び現場立会写真を、受注者は保管し検査時に提出し

なければならない。  
※  様式及び記入方法は作成例に示す。  

 
（２）留意点  

  ① 監督員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真

の撮影を省略するものとする（写真管理基準2-4）。 

    注）段階確認で撮影した写真を出来形管理写真とする。  

②  段階確認書に添付する資料は、受注者が作成する出来形管理資料に、

段階確認時に確認した実測値を手書きで記入すればよく、段階確認の為

に新たに資料を作成する必要はない。  

③  段階確認は臨場が原則であるが、やむを得ず臨場確認が得られない場

合は、受注者は施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれら

を提示することにより、机上確認を受けることができる（共通仕様書3-

1-1-5）。  

④  段階確認が完了しないと施工の続行が出来ず工事工程に影響を及ぼす  

ことから、計画的な確認を行うよう受注者・発注者とも留意する必要が

ある。  
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表 3-1-1  段階確認一覧表 
一般：一般監督 
重点：重点監督 

種 別 細 別 確 認 時 期 確認項目 確認程度 

指定仮設工   設置完了時  使用材料、高さ、 

幅、長さ、深さ等 

1回/1工事 

河川・海岸・砂

防土工（掘削
工）  
道路土工 

（掘削工）  

 

 

土（岩）質の変化し

た時  

土（岩）質、変化位置 1回/1土（岩）質の変

化毎 

道路土工 

（路床盛土工）  
舗装工 
（下層路盤）  

 

 

プルーフローリング

実施時  

プルーフローリング実施

状況 

1回/1工事 

表層安定処理工  表層混合処理・
路床安定処理  

処理完了時  使用材料、基準高、幅、
延長、施工厚さ 

一般：1回/1工事 
重点：1回/100ｍ 

置換  掘削完了時  使用材料、幅、延長、置
換厚さ 

一般：1回/1工事 
重点：1回/100ｍ 

サンドマット  処理完了時  使用材料、幅、延長、施
工厚さ 

一般：1回/1工事 
重点：1回/100ｍ 

バーチカルドレ
ーン工  

サンドドレーン  
袋詰式サンドド

レーン  
ペーパドレーン
等  

施工時  
 

使用材料、打込長さ 
 

一般：1回/200本 
重点：1回/100本 

施工完了時 施工位置、杭径 一般：1回/200本 
重点：1回/100本 

締固め改良工  サンドコンパク
ションパイル  

施工時  
 

使用材料、打込長さ 
 

一般：1回/200本 
重点：1回/100本 

施工完了時 基準高、施工位置、 

杭径 

一般：1回/200本 

重点：1回/100本 

固結工  粉体噴射攪拌  

高圧噴射攪拌  
セメントミルク
攪拌  

生石灰パイル  

施工時  

 

使用材料、深度 

 

一般：1回/200本 

重点：1回/100本 

施工完了時 基準高、位置・間隔、杭
径 

一般：1回/200本 
重点：1回/100本 

薬液注入  施工時  使用材料、深度、 

注入量 

一般：1回/20本 

重点：1回/10本 

矢板工  

（任意仮設を除
く）  

鋼矢板  

 

打込時  

 

使用材料、長さ、 

溶接部の適否 

試験矢板＋ 

一般：1回/150 本 
重点：1回/100本 

打込完了時  基準高、変位 

鋼管矢板 
 

 

打込時  
 

使用材料、長さ、 
溶接部の適否 

試験矢板＋ 
一般：1回/75 本 

重点：1回/50 本 打込完了時  基準高、変位 

既製杭工  既製コンクリー
ト杭  
鋼管杭  

Ｈ鋼杭  

打込時  使用材料、長さ、溶接部
の適否、杭の支持力 

試験杭＋ 
一般：全数 
重点：全数 打込完了時（打込

杭）  
基準高、偏心量 

掘削完了時（中堀
杭）  

掘削長さ、杭の先端土質 

施工完了時（中堀
杭）  

基準高、偏心量 

杭頭処理完了時  杭頭処理状況 

場所打杭工  リバース杭  

オールケーシン
グ杭  
アースドリル杭  

大口径杭  

掘削完了時  掘削長さ、支持地盤 

 
 

試験杭＋ 

一般：全数 
重点：全数 
 

※鉄筋組立て 
一般：30%程度/1構造
物 

重点：60%程度/1構造
物 

鉄筋組立て完了時  使用材料、 
設計図書との対比 

施工完了時  基準高、偏心量、杭径 

杭頭処理完了時  杭頭処理状況 
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一般：一般監督 
重点：重点監督 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２-２２ 

種 別 細 別 確 認 時 期 確認項目 確認程度 

深礎工   土(岩)質の変化した

時  

土（岩）質、変化位置 1回/土（岩）質の変化

毎 

掘削完了時  長さ、支持地盤 一般：全数 
重点：全数 

鉄筋組立て完了時  使用材料、 
設計図書との対比 

1回/1本 

施工完了時  基準高、偏心量、径 一般：全数 

重点：全数 

グラウト注入時  使用材料、使用量 一般：全数 

重点：全数 

オープンケーソン
基礎工  

ニューマチックケ
ーソン基礎工  

 
 

鉄杳据え付け完了時  使用材料、使用位置 1回/1構造物 

本体設置前 (オープ

ンケーソン)  

支持層 

掘削完了時(ニュー
マチックケーソン)  

土(岩)質の変化した
時  

土（岩）質、変化位置 1回/土（岩）質の変化
毎 

鉄筋組立て完了時  使用材料、 

設計図書との対比 

1回/1ロット 

鋼管井筒基礎工   打込時  使用材料、長さ、溶接部

の適否、支持力 

試験杭＋ 

一般：全数 
重点：全数 打込完了時  基準高、偏心量 

杭頭処理完了時  杭頭処理状況 

置換工 
（重要構造物） 

 掘削完了時 使用材料、幅、延長、 
支持地盤 

1回/1構造物 

築堤・護岸工  法線設置完了時 法線設置状況 1回/1法線 

砂防ダム  法線設置完了時 法線設置状況 1回/1法線 

護岸工  法覆工(覆土施工
がある場合)  

覆土前  設計図書との対比 
（不可視部分の出来形） 

1回/1工事 

基礎工・根固工  設置完了時 設計図書との対比 

（不可視部分の出来形） 

1回/1工事 

重要構造物  

函渠工(樋門・
樋管含む)  
躯体工(橋台)  

RC躯体工(橋脚)  
橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工  
RC擁壁  

砂防ダム  
堰本体工  
排水機場本体工  

水門工  
共同溝本体工  

 土（岩）質の変化し

た時  

土（岩）質、変化位置 

 

1回/1土（岩）質の変

化毎 

床掘掘削完了時  支持地盤（直接基礎） 1回/1構造物 

鉄筋組立て完了時  使用材料、 
設計図書との対比 

一般：30%程度/1構造
物 
重点：60%程度/1構造

物 

埋戻し前 設計図書との対比 
（不可視部分の出来形） 

1回/1構造物 

躯体工  
RC躯体工  

 杳座の位置決定時  杳座の位置 1回/1構造物 

床版工   鉄筋組立て完了時  使用材料、 
設計図書との対比 

一般：30%程度/1構造
物 
重点：60%程度/1構造

物 

鋼橋   仮組立て完了時（仮
組立てが省略となる

場合を除く）  

キャンバー、寸法等 1回/1構造物 



一般：一般監督 
重点：重点監督 

[注 1] 表中の「確認項目」、「確認の程度」は目安であり、実施にあたっては工事内容および施工状況

等を勘案の上設定することとする。 

 なお、1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位

（目地）毎とする。 

[注 2] 一般監督：重点監督以外の工事 

重点監督：下記の工事 

イ）中間（全体）技術検査対象工事  ロ）主たる工種に新工法・新材料を採用した工事 

ハ）施工条件が厳しい工事      ニ）第三者に対する影響のある工事 

ホ）その他 
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種 別 細 別 確 認 時 期 確認項目 確認程度 

ポストテンション

T(I)桁製作工  
プレキャストブロ
ック桁組立工  

プレビーム桁製作
工 
PCホロースラブ

製作工  
PC版桁製作工  
PC箱桁製作工  

PC片持箱桁製作
工  
PC押出し箱桁製

作工  
床版・横組工  

 プレストレスト導入

完了時  
横締め作業完了時  

設計図書との対比 一般：5%程度/総ケー

ブル数 
重点：10%程度/総ケ-
ブル数 

プレストレスト導入
完了時  
縦締め作業完了時  

設計図書との対比 一般：10%程度/総ケー
ブル数 
重点：20%程度/総ケー

ブル数 

PC鋼線・鉄筋組立完

了時  
（工場製作除く）  

使用材料、 

設計図書との対比 

一般：30%程度/1構造

物 
重点：60%程度/1構造
物 

トンネル掘削工   土(岩)質の変化した
時  

土（岩）質、変化位置 
 

1回/1土（岩）質の変
化毎 

トンネル支保工   支保工完了時  

（支保工変化毎）  

吹付けコンクリート厚、 

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄの打ち込み本数
及び長さ 

1回/1支保工変更毎 

 

トンネル覆工   
 

コンクリート打設前 
 
 

 
 
 

 

巻立空間 
 
 

一般：1回/構造の変化
毎 
重点：3打設毎又は 1

回/構造の変化毎の頻
度が多い方 
※重点：地山等級が

D,Eのもの 
 一般：重点監督以外 

コンクリート打設後 
 

出来形寸法 1回/200m以上臨場によ
り確認 

トンネルインバー
ト工  

 鉄筋組立て完了時  設計図書との対比 1回/構造の変更毎 

鋼板巻立て工 フーチングﾞ定着
アンカー穿孔工  

フーチング定着アン
カー穿孔完了時  

各工事ごと別途定める 

鋼板取付け工、

固定アンカー工  

鋼板建込み固定アン

カー完了時  

現場溶接工  溶接前  

溶接完了時  

現場塗装工  塗装前  

塗装完了時 

ダム工  各工事ごと別途定める  各工事ごと別途定める 

その他、設計図書
で指定した工種 

各工事ごと別途定める 各工事ごと別途定める 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階確認書（旧2-12頁） 
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２－６  確認・立会願  
 

「確認」とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受

注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確

かめることをいう（共通仕様書1-1-1-2）。  
「立会」とは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場により、その

内容について契約図書との適合を確かめることをいう（共通仕様書1-1-1-2）。  
 
 確認・立会は、「監督員による確認及び立会等」（共通仕様書3-1-1-5）に規定されて

いる。 
 
 実務においては、共通仕様書において「段階確認一覧表」以外で監督員の確認を要する

とされた事項や工事の内容により監督員が確認・立会を必要と認めたものについて、「確

認・立会願」に基づき行うこととなる。 
 
（１）実施方法 
 １）確認・立会項目 
  ・ 共通仕様書において「段階確認一覧表」以外で監督員の確認を要するとされた事

項（２－２６頁以降に参考添付） 
  ・ 完成時に不可視になる箇所など工事の内容により監督員が確認・立会を必要と認

めたもの 
 ２）実施手順 
  ① 受注者は、監督員の確認・立会が必要とされた事項について、確認・立会を受け

なければならない。 
  ② 受注者は、監督員の確認・立会にあたっては、事前に「確認・立会願」を監督員

に提出しなければならない。（共通仕様書3-1-1-5関係） 
  ③ 監督員は確認・立会を行い、確認・立会願に確認立会員、実施日時等を記載する。 
  ④ 確認・立会は受注者が臨場するものとし、確認立会員氏名及び実施日時が記入さ

れた書面及び現場立会写真を、受注者は保管し検査時に提出しなければならない。 
  ※ 様式及び記入方法は作成例に示す。 
 
（２）留意点 

１）  監督員が契約の適正な履行を確保するために行う施工状況の把握（「施工状況

把握一覧」（２－３５頁に参考添付）に示された項目）は、契約図書との適合を監

督員自らが認識しておく位置づけのため、「確認・立会願」の作成、提出は不要で

ある。 
 
※ 共通仕様書において、表3-1-1「段階確認一覧表」以外で、監督員の確認及び立会を

要する事項を次頁以降に例示する。 
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【参考】段階確認一覧表以外で監督員の確認を要する事項（共通仕様書より）  

編  章  節  条  項  条の名称  確認事項  備    考  

１  ２  ３  １  ２  一般事項  地山の土
及び岩の
分類  

受注者は、設計図書に示され
た現地の土及び岩の分類の境界
を確められた時点で、監督員の
確認を受けなければならない。  

共 通 編 -土 工 -河 川
土 工 ・ 海 岸 土 工 ・
砂防土工  

１  ２  ４  １  ４  一般事項  地山の土
及び岩の
分類  

受注者は、設計図書に示され
た現地の土及び岩の分類の境界
を確められた時点で、監督員の
確認を受けなければならない。  

共 通 編 -土 工 -道 路
土工  

１  ３  ３  ２  １  工場の選
定  

レディー
ミクスト
コンクリ
ートの品
質  

受注者は、JISマーク表示認
証製品を製造している工場が工
事現場近くに見当たらない場合
は、使用する工場について、設
計図書に指定したコンクリート
の品質が得られることを確かめ
たうえ、その資料により監督員
の確認を得なければならない。  

共通編-無筋・鉄筋
コンクリート-レデ
ィ ー ミ ク ス ト コ ン
クリート  

１  ３  ３  ３  ２  配合  配合試験  受注者は、施工に先立ち、あ
らかじめ配合試験を行い、表1-
3-1の示方配合表を作成し、監
督員の確認を得なければならな
い。ただし、すでに他工事（公
共工事に限る）において使用実
績があり、品質管理データがあ
る場合は、配合試験を行わず、
他工事（公共工事に限る）の配
合表に代えることができる。ま
た、JISマーク表示されたレデ
ィーミクストコンクリートを使
用する場合は配合試験を省略で
きる。  

共通編-無筋・鉄筋
コンクリート-レデ
ィ ー ミ ク ス ト コ ン
クリート  

１  ３  ５  ３   

共通編-無筋・鉄筋
コンクリート-現場
練りコンクリート  

１  ３  ３  ３  6 配合  セメント
混和材の
品質  

受注者は、セメント混和材料
を使用する場合には、材料の品
質に関する資料により使用前に
監督員の確認を得なければなら
ない。  

共通編-無筋・鉄筋
コンクリート-レデ
ィ ー ミ ク ス ト コ ン
クリート  

１  ３  ５  ３   

共通編-無筋・鉄筋
コンクリート-現場
練りコンクリート  

２  １  ２  ４   見本・品
質証明資
料  

材料の品
質  

受注者は、設計図書において
指定された工事材料について、
見本または品質を証明する資料
を工事材料を使用するまでに監
督員に提出し、確認を受けなけ
ればならない。  

なお、JISマーク表示品につ
いては、JISマーク表示状態の
確認とし見本または品質を証明
する資料の提出は省略できる。  

材 料 編 -一 般 事 項 -
工事材料の品質  
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【参考】段階確認一覧表以外で監督員の確認を要する事項（共通仕様書より）  

編  章  節  条  項  条の名称  確認事項  備    考  

２  １  ２  ７   指定材料  指定材料
の品質  

受注者は、表2-1-2指定材料
の品質確認一覧の工事材料を使
用する場合には、その外観及び
品質規格証明書等を照合して確
認した資料を事前に監督員に提
出し、監督員の確認を受けなけ
ればならない。（材料検査（確
認）願）  

材 料 編 -一 般 事 項 -
工事材料の品質  

２  ２  12 １   道路標識  反射シー
トの性能  

受注者は、表2-2-27、2-2-
28に示した品質以外の反射シー
トを用いる場合には、監督員の
確認を受けなければならない。  

材料編-土木工事材
料-道路標識及び区
画線  

３  ２  ３  31 16 現場塗装
工  

塗料の品
質  

受注者は、塗布作業の開始前
に出荷証明書、塗料成績表（製
造年月日、ロット番号、色彩、
数量を明記）の確認を監督員に
受けなければならない。  

土木工事共通編-一
般施工-共通的工種  

４  ４  10 ２   

河 川 編 -水 門 -橋 梁
現場塗装工  

４  ５  11 ２   

河 川 編 -堰 -橋 梁 現
場塗装工  

６  １  ９  10  

砂 防 編 -砂 防 堰 堤 -
鋼製堰堤工  

８  ３  ８  12  

道 路 編 -橋 梁 下 部 -
鋼製橋脚工  

８  ４  ６  ３   

道 路 編 -鋼 橋 上 部 -
橋梁現場塗装工  

８  ４  ９  ７   

道 路 編 -鋼 橋 上 部 -
歩道橋本体工  

８  ８  ６  ５   

道路編-鋼製シェッ
ド-鋼製シェッド上
部工  

 

 

 

 

２-２７ 



【参考】段階確認一覧表以外で監督員の確認を要する事項（共通仕様書より）  

編  章  節  条  項  条の名称  確認事項  備    考  

３  ２  ３  32 2 要求性能  線材の要
求性能の
確認  

線材は、以下の要求性能を満足す
ることを確認するとともに、周辺環
境や設置条件等、現場の状況を勘案
し、施工性、経済性などを総合的に
判断のうえ、施工現場に適した線材
を使用するものとする。また、受注
者は要求性能を満足することを確認
するために設定した基準値に適合す
ることを示した公的試験機関の証明
書または公的試験機関の試験結果を
事前に監督員に提出し、確認を受け
なければならない。 

なお、本工事において蓋材に要求
される性能（摩擦抵抗）は設計図書
によるものとするが、短期性能を要
求された箇所については、短期・長
期性能型双方を使用可とする。  

土木工事共通編-一
般施工-かごマット
工  

３  ２  ３  33 3 根固め用
袋材の要
求性能の
確認  

根固め用
袋材の要
求性能の
確認  

要求性能の確認は、表3-2-13
に記載する確認方法で行うこと
を原則とし、受注者は基準値に
適合することを示した公的試験
機関の証明書または公的試験機
関の試験結果を事前に監督員に
提出し、確認を受けなければな
らない。  

土木工事共通編-一
般施工-袋詰玉石工  

３  ２  ７  ９  ８  固結工  薬液注入
工事の工
法等  

受注者は、薬液注入工事の着
手前に以下について監督員の確
認を得なければならない。  
（１）工法関係  
 ①注入圧  ②注入速度  
 ③注入順序  ④ステップ長  
（２）材料関係  
 ①材料（購入・流通経路等を

含む）  
 ②ゲルタイム  
 ③配合  

土木工事共通編-一
般施工-地盤改良工  

５  １  ４  ６   

河川砂防編-堤防・
護岸-地盤改良工  

６  ３  ８  ４   

砂 防 編 -斜 面 対 策 -
地下水遮断工  

８  １  ４  ７   

道 路 編 -道 路 改 良 -
地盤改良工  

８  ９  ４  ７   

道路編-地下横断歩
道-地盤改良工  

 

 

 

 

 

２-２８ 



【参考】段階確認一覧表以外で監督員の確認を要する事項（共通仕様書より）  

編  章  節  条  項  条の名称  確認事項  備    考  

３  ２  17 ２   材料  肥料、薬
剤の品質  
樹木類の
受入検査  

受注者は、樹木・芝生管理工
の施工に使用する肥料、薬剤に
ついては、施工前に監督員に品
質を証明する資料等の確認を受
けなければならない。  

受注者は、樹木・芝生管理工
の補植で使用する樹木類につい
ては、現場搬入時に監督員の確
認を受けなければならない。  

土木工事共通編-一
般施工-植栽維持工  

４  ８  12 ２   

河川編-河川維持-
植栽維持工  

８  14 21 ２   

道路編-道路維持-
植栽維持工  

４  ３  ８  ４  １  境界工  境界杭
（鋲）の
設置位置  

受注者は、杭（鋲）の設置位
置については、監督員の確認を
受けるものとし、設置に際して
隣接所有者と問題が生じた場
合、速やかに監督員に連絡しな
ければならない。  

河川編-樋門・樋管
-付属物設置工  

４  ４  ８  ４   

河川編-水門-付属
物設置工  

４  ５  20 ４   

河川編-堰-付属物
設置工  

４  ８  ９  ４   

河川編-河川維持-
付属物設置工  

４  ８  ５  ２  ２  芝養生工  肥料  受注者は、使用する肥料の種
類、散布量及び配合は設計図書
によらなければならない。ま
た、肥料については、施工前に
監督員に確認を得なければなら
ない。  

河川編-河川維持-
堤防養生工  

４  ８  ６  ４  ５  ボーリン
ググラウ
ト工  

せん孔長  受注者は、監督員が行うせん
孔長の確認後でなければ、せん
孔機械を移動してはならない。  河川編-河川維持-

構造物補修工  

６  １  ８  ４  11 コンクリ
ート堰堤
本体工  

接合部の
止水性の
確認  

受注者は、止水板接合完了後
には、接合部の止水性につい
て、監督員の確認を受けなけれ
ばならない。  

砂防編-砂防堰堤-
コンクリート堰堤
工  

６  １  11 ４  １  境界工  境界杭
（鋲）の
設置位置  

受注者は、境界杭（鋲）の設
置位置については、監督員の確
認を受けるものとし、設置に際
して隣接所有者と問題が生じた
場合、速やかに監督員に報告し
なければならない。  

砂防編-砂防堰堤-
砂防堰堤付属物設
置工  

６  １  13 ２   

砂防編-砂防堰堤-
付帯道路設置工  

６  ２  ７  ４   

砂防編-流路-流路
付属物設置工  

２-２９ 



【参考】段階確認一覧表以外で監督員の確認を要する事項（共通仕様書より）  

編  章  節  条  項  条の名称  確認事項  備    考  

６  ４  ５  ３  １  鉄骨工  鉄骨工の
配置  

受注者は、鉄骨工の配置につ
いて設計図書によるものとし、
施工後、監督員と確認を受けな
ければならない。  

砂防編-急傾斜地崩
壊対策-コンクリー
ト張工  

７  １  ３  ５  ２  岩盤面処
理  

基礎岩盤
の仕上げ
掘削及び
岩盤清掃  

受注者は、本条第３項（仕上
げ掘削）及び第４項（岩盤清
掃）の作業完了後、監督員の確
認を受けなければならない。  

ダム編-コンクリー
トダム-掘削工  

７  １  ３  ８  １  基礎岩盤
の確認  

基礎岩盤
の適否  

受注者は、岩盤清掃が完了し
たときには、基礎岩盤としての
適否について、監督員の確認を
受けなければならない。  

ダム編-コンクリー
トダム-掘削工  

７  １  ３  ９   岩盤確認
後の再処
理  

 受注者は、以下の場合には、
監督員の指示に従い第7編7-1-
3-5岩盤面処理4項の岩盤清掃
を行い、コンクリート打設直前
に監督員の再確認を受けなけれ
ばならない。  
（１）基礎岩盤の確認終了後の

岩盤を、長期間放置した場
合。  

（２）基礎岩盤の確認後、岩盤
の状況が著しく変化した場
合。  

ダム編-コンクリー
トダム-掘削工  

７  １  ４  ２  １  原石骨材  原石とし
ての適否  

受注者は、表土の取り除きが
完了したときには、原石として
の適否について、監督員の確認
を受けなければならない。  

ダム編-コンクリー
トダム-ダムコンク
リート工  

７  １  ４  ８  ２  打込み開
始  

打込み前  受注者は、コンクリートの打
込みに先立ち、打継目の処理及
び清掃、型枠、鉄筋、各種埋設
物の設置について、監督員の確
認を受けなければならない。  

ダム編-コンクリー
トダム-ダムコンク
リート工  

７  １  ７  ２  ４  冷却管設
置  

冷却管及
び付属品
の設置  

受注者は、冷却管及び附属品
の設置が完了したときには、コ
ンクリートの打込み前に通水試
験を行い、監督員の確認を得た
後でなければならない。  

ダム編-コンクリー
トダム-埋設物設置
工  

７  １  ７  ３  １  継目グラ
ウチング
設備設置  

継目グラ
ウチング
設備設置  

受注者は、継目グラウチング
設備の設置が完了したときに
は、監督員の確認を受けなけれ
ばならない。  

ダム編-コンクリー
トダム-埋設物設置
工  

７  １  ７  ４  ２  止水板  接合部の
止水性  

受注者は、止水板接合完了後
には、接合部の止水性につい
て、監督員の確認を受けなけれ
ばならない。  

ダム編-コンクリー
トダム-埋設物設置
工  

 

 

 

 

２-３０ 



【参考】段階確認一覧表以外で監督員の確認を要する事項（共通仕様書より）  

編  章  節  条  項  条の名称  確認事項  備    考  

７  １  10 ３  ２  施工設備
等  

圧力計  受注者は、設計図書に示す
仕様の圧力計を使用するもの
とし、使用前には検査を行
い、使用する圧力計について
監督員の確認を得なければな
らない。  

ダ ム 編 -コン クリ ー
ト ダ ム -継目 グラ ウ
チング工  

７  １  10 ４  １  施工  洗浄及び
水押しテ
スト  

受注者は、埋設管のパイプ
詰まりの有無、継目面の洗
浄、漏えい箇所の検出のた
め、洗浄及び水押しテストを
行い、監督員の確認を得なけ
ればならない。  

ダ ム 編 -コン クリ ー
ト ダ ム -継目 グラ ウ
チング工  

７  １  10 ４  ４  施工  注入  受注者は、すべての準備が
完了し、監督員の確認を受け
た後、注入を開始しなければ
ならない。  

ダ ム 編 -コン クリ ー
ト ダ ム -継目 グラ ウ
チング工  

７  ２  ３  ８  １  基礎地盤
及び基礎
岩盤確認  

基礎地盤
の適否  

受注者は、基礎地盤の掘削
及び整形が完了したときは、
基礎地盤としての適否につい
て、監督員の確認を受けなけ
ればならない。  

ダム編-フィルダム-
掘削工  

７  ２  ３  ８  ２  基礎地盤
及び基礎
岩盤確認  

基礎岩盤
の適否  

受注者は、基礎岩盤の岩盤
清掃が完了したときは、基礎
岩盤としての適否について、
監督員の確認を受けなければ
ならない。  

ダム編-フィルダム-
掘削工  

７  ２  ３  ９   基礎地盤
及び基礎
岩盤確認
後の再処
理  

基礎地盤
及び基礎
岩盤の確
認  

受注者は、以下の場合には
監督員の指示に従い、第7編7
-2-3-5基礎地盤面及び基礎
岩盤面処理５項の基礎地盤清
掃または６項の基礎岩盤清掃
を行い、盛立直前に監督員の
再確認を受けなければならな
い。  
（１）基礎地盤確認終了後の

地盤または基礎岩盤確認
終了後の岩盤を長期間放
置した場合  

（２）基礎地盤または基礎岩
盤の状況が著しく変化し
た場合  

ダム編-フィルダム-
掘削工  

７  ２  ４  １  ５  一般事項  盛立面の
処理  

受注者は、長期間にわたっ
て盛立を中止し、その後盛立
を再開する場合は、表層部の
かき起こし、締め直しなど盛
立材に応じた方法で新旧の盛
立部分が一体となるように盛
立面を処理し、監督員の確認
を受けなければならない。  

ダム編-フィルダム-
盛立工  

 

２-３１ 



【参考】段階確認一覧表以外で監督員の確認を要する事項（共通仕様書より）  

編  章  節  条  項  条の名称  確認事項  備    考  

７  ２  ４  ２  ３  材料採取  材料の適
否  

受注者は、表土の取り除き
が完了したときは、材料の適
否について、監督員の確認を
受けなければならない。  

ダム編-フィルダム-
盛立工  

７  ３  ３  ３  ２  せん孔  せん孔長  受注者は、監督員が行うせ
ん孔長の確認後でなければ、
せん孔機械を移動してはなら
ない。  

ダム編-基礎グラウ
チング-ボーリング
工  

８  ２  11 ２  ３  材料  樹木類の
受入検査  
 

受注者は、道路植栽工で使
用する樹木類については、現
場搬入時に監督員の確認を受
けなければならない。  

道路編-舗装-道路植
栽工  

８  16 11 ２   

道路編-道路修繕-道
路植栽工  

８  ２  11 ２  ６  材料  肥料、土
壌改良材  

道路植栽工で使用する肥
料、土壌改良材の種類及び使
用量は、設計図書によらなけ
ればならない。  

なお、施工前に監督員に品
質証明等の確認を受けなけれ
ばならない。  

道路編-舗装-道路植
栽工  

８  16 11 ２   

道路編-道路修繕-道
路植栽工  

８  ６  ３  ２  ７  掘削工  岩区分の
境界確認  

受注者は、設計図書におけ
る岩区分（支保パターン含
む）の境界を確認し、監督員
の確認を受けなければならな
い。また、受注者は、設計図
書に示された岩の分類の境界
が現地の状況と一致しない場
合は、監督員と協議する。  

道路編-トンネル
（NATM）-トンネ
ル掘削工  

８  14 20 ２   材料  トンネル
清掃で使
用する洗
剤  

受注者は、構造物清掃工に
おけるトンネル清掃で洗剤を
使用する場合は、中性のもの
を使用するものとし、施工前
に監督員に品質を証明する資
料の確認を受けなければなら
ない。  

道路編-道路維持-道
路清掃工  

８  15 ３  ２   材料  凍結防止
剤の品質  

受注者は、支給品以外の凍
結防止剤を使用する場合は、
凍結防止工に使用する凍結防
止剤については、施工前に監
督員に品質を証明する資料の
確認を受けなければならな
い。  

道路編-雪寒-除雪工  
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【参考】監督員の立会を要する事項（共通仕様書より）  

編  章  節  条  項  条の名称  確認事項  備    考  

３  ２  ６  19 ８  コ ン ク リ
ー ト 舗 装
補修工  

ア ス フ ァ
ル ト 注 入
材の検収 

アスファルト注入材料の使用
量の確認は、質量検収によるも
のとし、監督員の立会の上に行
う も の と す る 。 な お 、 受 注 者
は 、 使 用 す る 計 測 装 置 に つ い
て、施工前に監督員の承諾を得
なければならない。  

土木工事共通編-一
般施工-一般舗装工  

４  ８  ７  ４   

河 川 編 -河 川 維 持 -
路面補修工  

８  14 ４  ９   

道 路 編 -道 路 維 持 -
舗装工  

３  ２  17 ３  24 樹 木 ・ 芝
生管理工  

枯 死 、 又
は 形 姿 不
良の判定 

枯死、または形姿不良の判定
は、発注者と受注者が立会の上
行うものとし、植替えの時期に
ついては発注者と協議しなけれ
ばならない。  

土木工事共通編-一
般施工-植栽維持工  

８  14 21 ３   

道 路 編 -道 路 維 持 -
植栽維持工  

６  ３  ７  １  ４  一般事項  検尺  受注者は、検尺をうける場合
は、監督員立会のうえでロッド
の引抜を行い、その延長を計測
しなければならない。ただし、
検尺の方法について監督員が、
受注者に指示した場合にはこの
限りではない。  

砂 防 編 -斜 面 対 策 -
地下水排除工  

７  １  ８  ４  ４  冷却工  セ メ ン ト
ミ ル ク の
充填  

受注者は、継目グラウチング
を行った後、監督員の立会いの
もとに冷却管内にセメントミル
クを充填しなければならない。  

ダム編-コンクリー
トダム-パイプクー
リング工  

７  ２  ３  ５  ３  基 礎 地 盤
面 及 び 基
礎 岩 盤 面
処理  

基 礎 地 盤
及 び 基 礎
岩 盤 の 整
形  

受注者は、基礎地盤及び基礎
岩盤の整形状況については、監
督員の立会を受けなければなら
ない。  

ダム編-フィルダム
-掘削工  
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＜記入例＞ 
 
 
 

 確 認・立 会 願  
            

    
 

 

  確 認・立 会 事 項  

 

 令和○年○月○日  

 

 工事名：  □□□□□□□□□□工事   

 

 請 負 業 者

 
 （株）○○建設  

 

 

 主任（監理）技術者氏名又は現場代理人氏名  〇〇  〇〇  
 

 

 連絡先（電話）：〇〇〇―〇〇〇〇   

下記の 確認・立会 を願いたい。 

 
記 

 
工  種 道路植栽工  樹木確認（ヤマモモ・ツツジ）  

 

場  所 ○○市○○町○－○－○  

資  料 
 

希望日時 令和○年○月○日  

 

 確認立会員  ○○○○  

 

 

 実 施 日 時 令和○年○月○日○時 

 記   事  

 
 

 

 

 

 

 

２-３４ 



（参考添付） 
施工状況把握一覧表 

一般：一般監督 
重点：重点監督 

[注 1] 表中の「確認項目」、「確認の程度」は目安であり、実施にあたっては工事内容および施工状況等

を勘案の上設定することとする。 
 なお、1 ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位

（目地）毎とする。 
[注 2] 一般監督：重点監督以外の工事 

重点監督：下記の工事 
イ）中間（全体）技術検査対象工事  ロ）主たる工種に新工法・新材料を採用した工事 
ハ）施工条件が厳しい工事      ニ）第三者に対する影響のある工事 
ホ）その他 
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種   別 細   別 施工時期 把握項目 把握の程度 
盛土工 
 河川 
 道路 
 海岸 
 砂防 

 敷均し・転

圧時 
敷均し、締固め状

況、使用材料 
一般：1 回／1 工事 
重点：2～3 回／1 工事 

場所打杭工 リバース杭 
オールケー

シング杭 
アースドリ

ル杭 
大口径杭 

コンクリー

ト打設時 
品質規格、運搬時

間、打設順序、天

候、気温等 

一般：1 回／1 構造物 
重点：1 回／1 ロット 

オープンケーソン 
基礎工 

ニューマチック 
ケーソン基礎工 

深礎工 

 コンクリー

ト打設時 
品質規格、運搬時

間、打設順序、天

候、気温等 

一般：1 回／1 構造物 
重点：1 回／1 ロット 

重要構造物 
 函渠 
 （樋門・樋管含む） 
 躯体工（橋台） 
 ＲＣ躯体工（橋脚） 
 橋脚フーチング工 
 ＲＣ擁壁 
 砂防ダム 
 堰本体工 
 排水機場本体工 
 水門工 
 共同溝本体工 

 コンクリー

ト打設時 
品質規格、運搬時

間、打設順序、天

候、気温等 

一般：1 回／1 構造物 
重点：1 回／1 ロット 

床版工  コンクリー

ト打設時 
品質規格、運搬時

間、打設順序、天

候、気温等 

一般：1 回／1 構造物 
重点：1 回／1 ロット 

トンネル工  施工時 
（支保工変

更毎） 

施工状況 1 回／支保工変更毎 

舗装工 路盤 
表層 
基層 

舗装時 使用材料 
敷均し・締固め状

況 
天候、気温、 
舗設温度 

一般：1 回／1 工事 
重点：1 回／3,000 ㎡ 

塗装工  清掃、 
錆落施工時 

清掃、錆落施工時 1 回／1 工事 

施工時 使用材料、天候、 
気温 

1 回／1 工事 

樹木・芝生管理工 
植生工 

施肥 
薬剤散布 

施工時 施工状況、天候、 
気温 

1 回／1 工事 

ダム工 各工事ごと別途定める 各工事ごと別途定める 



２－７  休日・夜間作業届  
 

受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日ま

たは夜間に、作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督員に連絡しなけ

ればならない。  

 

※  書面の必要はなく、口頭、ファクシミリ、電子メール等により事前に監

督員に連絡していれば良い。また、週間工程会議等により監督員が事前に

把握している場合、「連絡」は不要である。  

 

ただし、現道上の工事については書面により提出し、工事打合簿に「作業日

及び作業時間」「作業場所」「作業理由」「作業内容」を記述することを基本

とする。（共通仕様書1-1-1-3７）  
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２－８  ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確認票  
 

神奈川県では、平成 14 年 10 月 1 日に「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」

を一部改正し、条例に規定する排出基準を満たさないディーゼル車の県内全域での運行

を禁止するディーゼル車の運行規制を平成 15 年 10 月 1 日から実施しています。 
知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は関係人に対し、報告を求

めることができます（条例第108条）。 
このため、これまで「ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確認票」の作成、提

示を求め、法令順守の確認をしていましたが、近年、県土整備局発注工事の抜打ち検査

や完成検査等において、ディーゼル車の排ガス規制に係る違反車両が発見されていない

ことから、確認票の作成は不要とします。 
監督員が違反車両の可能性がある（例えば、車体が古い）と判断した場合には、監督

員は車検証等の提示を求め、大気水質課が公表している「ディーゼル車運行規制の対象

車の判断方法」により、違反者車両であるか否かの判断をすることとします。 
※ 「ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確認票」の作成は不要です。 

 
工事中に監督員等や県大気水質課のパトロールにより違反車両が発見されたときは、

工事成績評定の法令遵守項目において、受注者の車両であれば－８点、下請業者の車両

であれば－５点の減点が課されます。 
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上記イ については、装着証明書により確認ができる 
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３．安全管理  
 
３－１  安全教育訓練  

土木工事の実施に際し、作業の安全を確保するためには、工事関係者は

もとより直接作業を行う作業員が安全に対する理解を深めることが最も重

要である。  
このため、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の

時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関す

る研修・訓練等を実施しなければならない（共通仕様書1-1-1-2７）。  
 

（１）施工計画書への記載  
「１．施工計画  （９）安全管理  」を参照  

（２）実施対象の項目  
    １）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育  
    ２）当該工事内容等の周知徹底  

    ３）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底  
    ４）当該工事における災害対策訓練  

５）当該工事現場で予想される事故対策  
６）その他、安全・訓練等として必要な事項  

（３）安全・訓練等の実施状況資料の整備・保管  
ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督員の

請求があった場合は直ちに提示するものとする（共通仕様書 1-1-1-2

７）。  
 

但し、事故が発生した場合等は、写しを提出すること。   
 

 

３－２  工事事故  
（１）用語の定義  

 「工事事故」とは、工事現場内または工事現場に隣接する場所におい

て、工事の施工に起因して工事関係者に死傷等の被害を生じさせたもの

（工事関係者事故という）、第三者に死傷等の被害や物的損傷を与えた

もの（公衆損害事故という）をいう。  
なお、現道上で工事を施工中に一般通行車輌が原因となって工事関係

者に死傷等の被害が生じた場合（いわゆる「もらい事故」）についても

同様に取り扱うものとする。  
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３－２－１  事故速報  
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連

絡するとともに、指示する期日までに、工事事故報告書を提出しなければ

ならない（共通仕様書1-1-1-３０）。  

 

  ＜事故処理における受注者の対応＞  

  ①  監督員（発注者）に事故が発生した旨を連絡する。  

②  事故の状況、経過等が分かり次第、監督員に連絡する。  

速報段階での主な通報内容を以下に示す。  

（１）事故発生日時  
（２）事故発生場所  
（３）被災者の状況（氏名、年齢、性別、職種、被災の程度、病院名など）  
（４）事故の概況  
（５）事故発生状況図、状況写真  
（６）事故経過報告  
（７）関係機関との対応内容報告  
③ 監督員が指定する期日までに工事事故報告書を提出する。 

工事事故報告書に記載する主な内容、添付資料を以下に示す。 
（１）工事概要（工事名、受注者名  等）  

（２）事故概要（発生日時、当時の作業内容・人員  等）  

（３）被災、被害状況  

（４）復旧経過報告  

    事故発生から現時点までの対応及び復旧経過等を時間経過を踏ま

え、詳細に記入する。（工事中止、再開等含む）  

（５）警察・労基との対応  

（６）事故概要図面（位置図、平面図、事故の発生状況がわかる図面・写

真）  

（７）事故発生原因、再発防止対策等  
 

 

 

 

 

 

 

３－３  その他留意事項  
受注者は、以下の資料について、監督員から求められた場合に提示すれば

よく、提出する必要はない。  

 
（１）災害防止協議会活動記録  
（２）店社パトロール実施記録  

（３）安全訓練実施記録  
（４）安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ実施記録  

（５）新規入場者教育実施記録  等  
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＜事故処理における発注者の対応＞ 

工事事故が発生した場合、「県土整備局建設工事安全対策会議設置要綱」に基づ

き、「建設工事現場における事故処理等のフロー」により処理する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設工事現場における事故処理等のフロー  
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４．工程管理  
 
４－１  工程管理  
 
（１）工程管理の目的  

工程管理は、施工計画で選定された工法、資機材の調達計画等を基に作成

された計画工程表を用いて、工事の進度管理を通じて施工計画と施工実態の

差異を把握、修正することにより、適正な施工条件と工事進度を確保し、も

って、工期内に完成させることを目的として行うものである。  
また、工程管理は受注者の責任において管理するものであるが、発注者の

側からみれば工期内に適切な進度で、十分な品質・精度のもとに施工されて

いく工事過程の把握、確認行為である。  
一方、受注者側から考えれば、更にこれに工事経営の要素が加えられ、最

小の費用で最大の生産をあげるために工事を管理して進めていくことである

といえる。  
土木工事の場合は、受注者において当初の工程計画を慎重に立案しても途

中に何回となく検討修正され完成に導かれることもあることから、これらの

修正は契約変更時点とは関係なく、事態に即して行う必要がある。  
 
（２）工程計画  

工程計画は、施工方法の選定とともに工事計画の核をなすものであり、単

に着工から完成までの各工種について時間計画を作るものではなく、施工計

画で検討された工法と資機材の調達計画等を具体化して、適正な組合せ及び

配置を決め、ムリ、ムダ、ムラを除いた計画工程表を作成する。  

工程計画の作成は、施工計画の一環として施工方法の選定等と同時に行わ

れるが、作成手順としては一般に次の手順で行われる。  

１）工種の分類に基づき各工種について施工手順を決める。  
２）各工種の適切な施工期間を決める。  

３）施工条件、工程条件等を考慮しつつ、全部の工種別工程の調整を行う。  

必要に応じて施工方法等の変更を検討する。  
４）全工期を通じて、労務、資材、機械の必要数をならし、過度の集中や  

待ち時間が発生しないよう工程を調整する。  

５）以上の結果を工程表に表す。  

 

工程計画を立案するにあたって、制約条件として整理すべき事項は下記の

ものがある。  

契約条件による工程計画の拘束要因  

①  着手時期の条件、部分使用の条件、完成時の条件、用地条件、  

その他仕様書で条件明示のある事項。  

②  現場条件による工程計画の拘束要因  

気候（梅雨、台風シーズン、降雪時等）、作業時間の制約（関係機関

及び地元との調整、施工条件等）、作業不稼動日に関する事項（法規制、

正月休み等）、他の工事との調整（近接工事、占有工事等）など。  
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③  調達条件による工程計画の拘束要因  

労務管理に関するもの（正月休暇、夏期休暇等）、資材管理に関する

もの（転用計画、納入時期等）、機械管理（特殊機械等の納入時期）な

ど。  

④  工種ごとに基準作業量、天候の影響の有無、施工の短縮可能作業・不

可能作業の区分、追加機材等の難易、各工種の作業の連続性等を考慮し

て、主要工種、数量の多い工種、特殊な技術を要する工種を中心に、工

程上のネックを明確にし、なるべく主要工種、数量の多い工種などでネ

ックを作らないようにする。  

 

（３）工程表  
工程表の作成様式には、横線式工程度（バーチャート、ガントチャート）

やネットワーク手法等各種あるが、その工事に見合った様式により工程表を

作成する。  

 
１）工種、種別、細別の区分の記載内容は、工事数量総括表を基に整理す

る。但し、工種、種別、細別の配列は施工順序を考慮し、関連工事をグ

ルーピングする。  

２）各工種、種別、細別ごとに作業開始、終了時期だけでなく、基準作業

量を記入し、計画と実績が対比できるようにすることが望ましい。  

３）実施工程表の出来高数値は記載しないものとするが、曲線式工程表

（総合工程）には、月単位の出来高率を記入する。  

 

工程表は、工事の主要な工程毎に区分して施工順序を組み合わせ、全体的

に工期を満足させる様に作成したものである。これにより、工事全体の進捗

状況、あるいは全体工程の中のクリティカル部分を判断するのに用いられる。

また、全体工程の中の重要部分だけを取出してその中の各部分をさらに詳細

に組み立てて管理を行う部分工程表を作成する場合もある。  

 

（４）工程管理  

工程管理の内容として、進度管理と作業量管理がある。  

１）工事の進度管理としては、イ）工程表による進度管理、ロ）工程曲線

による進度管理がある。  
工程表による進度管理は、計画と実績の対比が簡単であるが、一つの工程

の遅れが他の工種や最終工期に、どのように影響するかを簡単に把握するこ

とは困難であるので、個々の作業量と標準作業量との比較を行う作業量管理

を適正に行い、一工種の遅れが他工種に影響しないための対応や、極力関係

する業務は、それ毎の工種ごと区分による工程表により工程管理を行うこと

が望まれる。  
工程曲線による進度管理は、予定出来高曲線と実績出来高曲線との対比で

行い、工事の進捗を大局的にとらえられるが、工程表による進度管理と同様

の注意が必要となる。  
 

２）作業量管理は、作業標準を維持していくミクロ的な管理で、個々の標

準作業と実績を比較することにより、当該作業の問題点等を発見し、その原  
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因を追及、分析して施工計画の問題点の改善を図るもので、単に工程のみで

なく、それが前提としている施工速度、施工効率を管理するものである。実

施にあたっては作業内容により日単位、週単位、１サイクル単位等の適正な

期間を設けて行うものとする。  

 
工程管理は、進度管理、作業量管理の手法を使い、単に工期内完成を目的

とするだけでなく、これらの管理を通じて、施工計画の問題点の把握や改善

策を図ることにより、適正な作業量、作業時間を確保し、もって安全で所定

の品質の確保、経済的な工事を行わせる重要な施工管理の一項目である。  
 
（５）工程表提出に関する留意事項  

１）工事履行報告書  
①  工事履行報告書は、監督員が工程を把握し、必要に応じて工事促進

の指示を行うための書類である。  
②  毎月、月初め５日以内に前月の契約の履行について報告すること

（現場説明書Ｂ６）。  
 

（注）期間の計算  

  原則として、受注者は工事履行報告書を発注者に毎月５日までに提出する。  

ここで、５日が土日祭日等の休日に該当する場合は、休日の翌日までに提

出すればよい（民法第142条）。  

 

２）実施工程表  
①  実施工程表は、原則として提示とするが、監督員が求めた場合は

提出すること。  
②  応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容につい  

ては、省略できるものとする（土木工事施工管理基準書５（１））。  
 
 
４―２  工事週間工程表  
 

工事週間工程表は、監督員が工事の進捗状況を一週間単位で把握できるとともに、受

注者は監督員との立会の日程調整を円滑に進めることができる利点があるため、使用す

ることが望ましい。 
監督員との協議により週間工程表を使用する場合は、毎週末にファックス又は電子メ

ールで監督員に送付する。 
なお、工事週間工程表は、検査時に提出・提示は不要とする。 

 
 
４－３  工事日報  
 
（１）工事の進捗及び工事費を把握するため受注者は工事日報を作成するが、

工事日報の写しの提出は不要とする。現場の進捗状況は毎月提出される履

行報告書で把握できるとともに、出来形や品質を直接証明する資料にはな

らないからである。  
 

４-３ 



４－４  工期延長請求  
受注者は、天候の不良、約款第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受

注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないと

きは、その理由を明示した書面（第 15 号様式）により、発注者に工期の延長変更を請

求することができる（工事請負契約第２２条）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

４-４ 

第15号様式（用紙 日本産業規格Ａ4縦長型） 
年  月  日  

 （ 発 注 者 ） 殿 
 

住 所 
 

氏 名             
 
 

工期の延長について 
 

次のとおり工期を延長されたく工事請負契約約款第22条の規定により申請します。 
１ 工 事 名  

２ 工 事 場 所  

３ 契 約 年 月 日  

４ 現 工 期  

５ 変更予定工期  

６ 工 期 延 長 
  変 更 理 由 

 
 
 
 
 
 
 

(備考 ) 責任者及び担当者の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載した場合は、

押印を省略することができる。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記入例）工事履行報告書 
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（記入例）工事履行報告書 
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柱）原則として提示するが、監督員が求めた場合は提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○護岸工事実施工程表 
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工事週間工程表 
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５．品質・出来形・写真管理  
５－１  品質管理  
 
（１）品質管理の目的 

土木工事では、一般に工事に使用する材料の形状寸法・品質や目的物の品質・規格が

仕様書又は図面に明示されており、受注者は示された品質・規格を十分満足し、かつ経

済的に生産するため自主的に管理を行う必要がある。 
 
（２）品質管理手法 

設計図書に示された品質・規格を安定して満足するために、定められた各種の試験や、

規格・工程に対する判定手法として品質管理図表を用いるのがよい。 
規格に対する判定手法として用いられるヒストグラムは、全体の分布の形や規格に対

する分布の状況がよくわかるが、工程の時間的順序の情報が得られないため推奨しない。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
（３）品質管理基準  

品質管理基準については、土木工事施工管理基準書の品質管理基準及び規

格値（以下、「品質管理基準」という。）による。  

品質管理を進めるには、まず、最初のデータが十分ゆとりをもって規格を

満足していることを確かめた後、そのデータを用いて管理図を作成する。管

理限界線の外にでるものがあれば、施工方法に異常ありとしてその原因を追

究、修正処理し、管理限界線内にあればこれまでの状態を維持する。これに

は日々のデータ管理が必要となる。  
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■ 土木工事施工管理基準の記載（抜粋） 

 ① 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管

理のもとに保管し、監督員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成

時に提出しなければない。【土木工事施工管理基準４－(4)】 

 ② 受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準に

より管理し、その管理内容に応じた品質管理図表を作成するものとする。な

お、品質管理図表は品質のばらつきが確認できるように、「神奈川県請負工事

成績評定採点基準－考査項目別運用表（別紙４）ばらつきの考え方」を参考に

作成するものとする。【土木工事施工管理基準５－(3)】 

 

 ※ ５－１７、１８頁の「神奈川県請負工事成績評定採点基準－考査項目別運用

表（別紙４）ばらつきの考え方」を参照。 

■ 品質管理の主な視点 
 ① 規格値を満足しているか。 
 ② 測定（試験）結果のバラツキの程度はどうか。 
 ③ 施工方法は適切か。 



（４）作成する品質管理資料  
１）品質管理図表  

    測定結果一覧表に工程能力図を加えた管理図表。 
※  管理図に規格値の50％、８０％のラインを記載する。  

※  規格値が下限値のみ示されている場合、「神奈川県請負工事成績評  

定採点基準－考査項目別運用表（別紙４）ばらつきの考え方」を参考に

「仮想 の上限値」を算出す る。管理図には、仮 想の上限値と、その

50％、８０％のラインも記載する。  
  ２）コンクリート品質管理表 

※ 簡易な構造物については監督員との協議により省略可能とする。 
３）品質管理写真 

  ４）各種試験成績表 
  ５）その他、監督員との事前協議により定めた品質管理資料 
 
   以下の資料については、作成は任意とするが提出は不要とする。 
 

・ 測定結果一覧表（品質成果表）  
工種・種別・試験項目ごとに、設計値、実測値及び規格値等を記載し

たもの。  

・ ヒストグラム（度数分布図）  
・ Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図 

 

（５）品質管理資料の作成に関する留意事項 
１）着工に先立ち、「品質管理基準及び規格値」及び契約図書に基づき、

試験又は測定項目、試験頻度、試験回数、試験方法並びに規格値等を記

載した品質管理計画を作成する。  

施工計画書の施工管理計画に記載すること。（社内規格値を設けて管理す

る場合も含む）  
２）試験又は測定項目の決定にあたっては、「必須」「その他」の試験区

分、特別な場合の適用除外等が規定されているので、留意の上計画する。  
  ３）試験以外に、材料及び二次製品については品質証明書、試験成績表、

カタログ、見本等の提出又は承諾が必要な場合があるので、設計図書を

熟読の上、対処する。  
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【参考】品質管理図表の見方  
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品質管理図表  
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コンクリート品質管理表  
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測定結果一覧表  
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度数表  
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Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理データシート  
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Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図  
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５－２  出来形管理  
（１）出来形管理の目的  

出来形管理は、工事目的物が使用目的を満たせるかどうかを判定するため

の精度（目的物の長さ、幅、高さ、面積、体積、位置等といった設計図書に

示されている数量）を定められた規格値内に納めるために行う施工管理であ

る。  

 

（２）出来形管理の方法  

受注者は、工事目的物がその品質、機能等を有するほか、出来形が確保さ

れるよう、施工中の管理基準を定め自主的に出来形管理を行う。  

なお、管理基準については、発注者が定めている土木工事施工管理基準書

の出来形管理及び規格値（以下、「出来形管理基準」という。）に従って実

施するが、管理基準に定めのない工種や測定項目などについては、あらかじ

め監督員と協議して設定する。  

 

工事完了後に不可視部分となる箇所については、発注者が明確に確認でき

るよう出来形管理（写真管理を含む）を行うことが大切である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（３）作成する出来形管理資料 

１）出来形管理図表 
測定結果一覧表に工程能力図を加えた管理図表。 

※  管理図表に規格値の50％、８０％のラインを記載する。  

※  規格値が下限値のみ示されている場合、「神奈川県請負工事成績評  

定採点基準－考査項目別運用表（別紙４）ばらつきの考え方」を参考  

に「仮想の上限値」を算出する。管理図表には、仮想の上限値と、そ  

の50％、８０％のラインも記載する。  
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■ 土木工事施工管理基準の記載（抜粋） 
 ①受注者は、測定（試験）等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理

のもとに保管し、監督員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時

に提出しなければならない。【土木工事施工管理基準４－（４）】 
 

②受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測

し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理するもの

とする。なお、出来形管理図表は出来形のばらつきが確認できるように、「神

奈川県請負工事成績評定採点基準－考査項目別運用表（別紙４）ばらつきの考

え方」を参考に作成するものとする。 
また、測定基準において測定箇所数「○○につき１ヶ所」となっている項目に

ついては、小数点以下を切り上げた箇所数を測定するものとする。【土木工事

施工管理基準５－（２）】 

■ 出来形管理の主な視点 
 ① 設計数量や出来形規格値を満足しているか。 
 ② 出来形（実測値）のバラツキの程度はどうか。 
 ③ 不可視部分の出来形管理は適切か。 



２）出来形数量調書 
工種・種別等ごとに設計数量と実施数量を記載し、対比させた一覧表。 
受注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領（案）及び設計図

書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員からの請求があった場合は

速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督員に提出しなければならない

（共通仕様書3-1-1-6）。 
３）出来形数量計算書 

出来形の実施数量（面積や体積など）を算出した根拠資料。必要に応じて、図

面やポンチ絵を添付する。 
４）出来形管理写真 

※ 特に、不可視部分や検査時に直接計測できない箇所は重要 
５）工事完成図（竣工図） 

受注者は、設計図書に従って工事目的物の完成状態を図面として記録した完成

図を紙の成果品及び電子成果品として作成しなければならない。工事完成図は、

主工種、主要構造物だけでなく付帯工種、付属施設など施設管理に必要なすべて

の図面、設計条件、測量情報等を含むものとし、工事完成図は設計寸法（監督員

の承諾により設計寸法を変更した場合は、変更後の寸法）で表し、材料規格等は

すべて実際に使用したもので表すものとする（共通仕様書3-1-1-8）。 
６）塗膜厚測定表 ※該当工種がある場合 
７）コアー厚測定管理図表 ※該当工種がある場合 
８）その他、監督員との事前協議により定めた出来形管理資料 

 

   以下の資料については、作成は任意とするが提出は不要とする。 
・ 測定結果一覧表（出来形成果表） 

工種・種別・測定項目ごとに、設計値、実測値及び規格値等を記載したもの。 
・ ヒストグラム（度数分布図） 

 
（４）出来形管理資料の作成に関する留意点 

１）着工に先立ち、出来形管理基準及び設計図書に基づき、測定項目、測定箇所等並

びに規格値を記載した出来形管理計画を作成する。 
施工計画書の施工管理計画に記載すること。（社内規格値を設けて管理する場合

も含む） 
２）出来形管理基準に定めのない工種や測定項目については、あらかじめ監督員と受

注者（主任技術者等）で協議を行い、測定箇所や規格値等を適切に定める。 
３）不可視部分については、測定方法、箇所等を検討し、適切な出来形管理を行う。 
４）設計図書に明記されている数値については、全て管理する必要がある。 
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■ 不可視部分の管理 
「不可視部分」というと、水中部や埋め戻しなどによって構造物が隠れてし

まい、検査時点では直接出来形や品質を確認できない部分を思いがちである

が、目視の可能なコンクリート構造物であっても、表面を観察しただけで、コ

ンクリートの打込みや締固め、及び養生方法等が設計図書や各種仕様書の施工

規定どおり行われているのか否かを確認することは不可能に近い。つまり、

「不可視部分」とは出来上がった物が見えるかどうかと共に、その物をつくる

過程（工程）も「不可視部分」といえる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出来形管理図表 
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出来形数量調書 
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塗装膜厚測定表 
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コアー厚測定管理図表 
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測定結果一覧表 
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別紙－４  出来形及び品質のばらつきの考え方（１／２）  
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別紙－４  出来形及び品質のばらつきの考え方（１／２）  
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５－３  写真管理  
 
（１）写真管理の目的  

土木工事では、その工事目的物が完成後に隠れて見えなくなる部分、いわ

ゆる「不可視部分」が多い。従って、後日、不可視部分の出来形、及び工事

の各施工段階における施工状況等を証明するためにも写真管理は重要である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）写真管理基準  
①  土木工事写真管理基準の「撮影箇所一覧表（全体）」、「写真撮影箇

所一覧表（品質管理）」及び「写真撮影箇所一覧表（出来形管理）」の

撮影項目、撮影頻度〔時期〕及び提出頻度に基づき写真管理をすること。  
②  工事写真は次のように分類する（土木工事写真管理基準1-2）  

工事写真    着手前及び完成写真（既済部分写真等を含む）  
  

   施工状況写真（仕様書に基づいた施工方法の証明記録）  
   
   安全管理写真（安全管理の実施状況の具体的な記録）  
   
   使用材料写真（工事使用材料の品質と寸法の証明記録）  
   
   品質管理写真（品質確認等の試験状況写真）  
   
   出来形管理写真（構造物の数量、寸法等出来形の証明の記録）  
   
   災害写真  
   
   事故写真  
   
   その他（公害、環境、補償等）  
 

 

  
 

  ③  写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板

を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。  

       ①  工事名  

       ②  工種等  

       ③  測点（位置）  

       ④  設計寸法  

       ⑤  実測寸法  

       ⑥  略図  

 

    小黒板の判読が困難となる場合は、「デジタル写真管理情報基準（国

土交通省）」に規定する写真情報（写真管理項目－施工管理値）に必要

事項を記入し、整理する。（土木工事写真管理基準２-2）  
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受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成

後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真

等を写真管理基準により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対

し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない（土木工事

施工管理基準７（１））。 



  ④  写真の省略（土木工事写真管理基準２-４）  

    工事写真は以下の場合に省略するものとする。  

   (1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整

備できる場合は、撮影を省略する。  

   (2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来

形管理状況のわかる写真を工種ごとに１回撮影し、後は撮影を省略す

るものとする。  

    注）「工種ごと」とは出来形管理基準の測定項目を示す。  

   (3) 監督員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管

理写真の撮影を省略するものとする。  

    注）段階確認で撮影した写真を出来形管理写真とする。  

 

⑤  写真の編集等（土木工事写真管理基準2-5）  

    写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。  

 

  ⑥  撮影の仕様（土木工事写真管理基準2-6）  

    写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。  

   (1) 写真はカラーとする。  

   (2) 有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。縦横比

は３：４程度とする。  

    （100万画素程度～300万画素程度  

＝ 1,200×900程 度～ 2,000×1,500程度）  

 

  ⑦  留意事項（土木工事写真管理基準2-７）  

    撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。  

   (1) 「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監

督員の指示により追加、削除するものとする。  

   (2) 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。  

   (3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）

が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。  

   (4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位

置図、平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。  

   (5) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督員と写真管理項目

を協議のうえ取扱いを定めるものとする。  
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【参考】 

現場撮影の省力化や写真整理の効率化を目的に、デジタル工事写真の小黒

板情報電子化（以下、「電子黒板」という。）による写真管理を可能としま

した。（平成３０年４月１日以降の公告で特記仕様書が添付されている工事

に適用） 

受注者が電子黒板の実施を選定する場合は、その旨を監督員に協議し、承

諾を得たうえで実施すること。 



（参考）神奈川県県土整備局工事等検査要綱  抜粋  

 

 

別表第３  検査写真撮影用黒板規格 （第 20 条関係）                                   

 

70cm 
   8 17    10    6 9 20 
      

 

工事名 
        年度 
                             工事 

(施  工) (出来形) 
(中間技術) (完 成) 

  8 

50 

cm 

河川名 
路線名  地名    6 

(検査) 
年月日 年  月  日 晴 曇 雨 位置 ＮＯ               Ｌ．Ｃ．Ｒ   6 

工 
 
 

種 

 

  24 

 受注者   6 

 

              
6 44 20 

 
    備考（  ）内は必要に応じて記入すること。 
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５－４  材料伝票等  
 
（１）レディミクストコンクリート納入書、鉄筋納品伝票、アスファルト出荷

伝票、土砂搬入・搬出整理券及び交通誘導員伝票等は、種別・納品日等で

分類することにより見易く綴り、使用数量を集計し、完成時に提出するこ

と。  
これらは、工事の品質・出来高を証明できる重要な資料であることから

提出を求めるものである。  
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６．支給材料・現場発生品  
 
６－１  支給材料及び貸与品要求書  
 

支給材料及び貸与品の要求については、書面で取りかわす必要はないもの

とし、受領又は借用後に、受領書又は借用書を監督員へ提出すればよい。  
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６－２  支給材料受領書  
 

受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、

発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない（工事請負契約第１５条）。 
 

 
第10号様式（用紙 日本産業規格Ａ4縦長型） 
 

支給材料（貸与品）受領書（借用書） 
 

年  月  日 
（ 発 注 者 ） 殿 

住 所 
氏 名             

 
年  月  日契約締結した次の工事用として、下記の支給材料（貸与品） 

の引渡しを受けたので、工事請負契約書第15条第3項の規定により受領書（借用書） 
を提出します。 

 

工 事 名  

工事場所  

品 目 規 格 単位 
数量 

備  考 
今回 前回まで 計 

       

       

       

       

       

(備考) 責任者及び担当者の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載した場合は、押印を省

略することができる。 
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６－３  支給材料（貸与品）返納書  
 

受注者は、契約書第１５条第９項「不用となった支給材料または貸与品の返還」につ

いては、監督員の指示に従うものとする（共通仕様書1-1-1-1７）。 
 

 
第11号様式（用紙 日本産業規格Ａ4縦長型） 
 

支給材料（貸与品）返納書 
 

年  月  日 
（ 発 注 者 ） 殿 

住 所 
氏 名             

 
年  月  日契約締結した次の工事の工事用支給材料（貸与品）について、 

工事請負契約書第15条第9項の規定により次のとおり返還します。 
 

工 事 名  

工事場所  

品 目 規 格 単位 数  量 備  考 

     

     

     

     

     

(備考 ) 責任者及び担当者の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載した場合

は、押印を省略することができる。  
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６－４  現場発生品調書  
 

受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督員の指示

する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通

じて発注者に提出しなければならない（共通仕様書1-1-1-1８）。 
 

 
 

令和  年  月  日 
 監督員：         殿 

受注者名：             
主任技術者又は 
現場代理人：            

 
現 場 発 生 品 調 書 

 
  土木工事共通仕様書1-1-1-1８により令和  年  月  日契約の 
  令和  年度                 工事（その ） 
  における下記の発生品を引き渡します。 

記 

品  名 規 格 単位 数 量 摘  要 
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７．工事検査  
 
７－１  検査の種類  

県土整備局が行う検査には、以下の種類がある（神奈川県県土整備局工事等検査要綱

第３条）。 
 

① 「完成検査」は、工事等が完成したときに行う。完成検査では、出来形検査、中

間技術検査において検査済みの部分（部分引渡を受けたものは除く。）も必要に応

じ確認することができる。 
② 「出来形検査」は、工事等の既成部分について部分払いをしようとするとき若し

くは工事等の中止、打切り（工事請負契約約款第４条により履行保証を請求した場

合を含む。）又は契約解除による既成部分の引受けをするときに行う。 
③ 「中間（部分）技術検査」は、別表第１に掲げる工種の出来形部分について所長

等が必要と認めた場合に行う。 
④ 「中間（全体）技術検査」は、別表第２に掲げる対象工事について、施工中の各

段階における施工体制、施工状況、出来形及び品質等工事全体について、品質確保

を図り、疎漏工事の防止を目的として行う。 
  ⑤ 「抜打ち検査」は、工事の施工中に、施工体制、安全管理及び品質管理等の向上

を図り、もって不良工事の防止等を行うことを目的として行う。 
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別表第１ 中間（部分）技術検査の範囲とする工種（第３条関係） 

 １ 工事の既成部分について部分使用をしようとする場合 

 ２ 堰堤工 

   堰堤直高 15ｍ以上の堰堤工の岩盤、根入れ及び段切り 

 ３ 鋼製品等 

   鋼桁、水門、堰、歩道橋等の工場製品 

 ４ 埋没前のケーソン（鋼製品） 

 ５ その他、完成時点に判定困難な工事 

別表第２ 中間（全体）技術検査の対象工事（第３条関係） 

 １ 低入札価格契約工事  政府調達対象工事低入札価格調査取扱要領に基づ

く、「調査基準価格」を下回る価格で契約した工事 

 ２ 大規模工事      原則として当初契約金額が１億円以上の土木工事及

び大規模な建築物の新築・増改築工事 

 ３ 重要構造物等工事   橋梁（上部工・下部工）、トンネル、シールド、港

湾施設、地下駐車場、大規模堰堤、大規模分水路の

工事（ただし、維持・補修工事は除く） 

 ４ その他、所長等が必要と認めた工事 



検査にあたり、検査の種類毎に下表の手続書類が必要である。 
 

工事検査の手続書類一覧 

書 類 名 
完成 

検査 

出来形 

検査 

中間 

（全体） 

検査 

中間 

（部分） 

検査 

摘 要 

工事完成届 １ ― － －  

出来形検査申請書 － １ － －  

建設業退職金共済関係提出書

（様式１号） 
１ － － － 

請負金額 

500万円 

以上 

建設業退職金共済証紙貼付実

績報告（様式３号） 
１ － － － 

請負金額 

500万円 

以上 

引 渡 書 １ － － － 
検査完了後 

に提出 

請 求 書 １ － － － 
検査完了後 

に提出 

請 求 書（第７２号様式） － １ － － 
検査完了後 

に提出 

 
 
７－２  完成検査  

完成検査は、工事の完了を確認するための検査であり、受注者からの完成

通知を受けた日から 14日以内に行う（工事契約書第３２条第２項）。完成検

査に合格すれば、発注者から受注者へ請負代金の支払いが行われ、工事目的

物が発注者へ引き渡される。  
 

※（期間の計算） 
原則として、期間が午前０時に開始する場合を除き、期間計算において初日は算入

しない（民法140条）。 
しかし、「公共工事標準請負契約約款の解説」第32条第2項によれば、完成検査の

期間計算においては、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律の取扱いに従い、初

日を算入すると記載され、運用している。 
そこで、完成通知を受けた日を含み14日以内に完成検査を行わなければならないこ

ととなる。 
（例）３月１日に完成通知を受ける→３月14日までに検査を行う。 

     なお、３月14日が土日祝祭日である場合、その翌日に検査を行う。 
 
 
 
 
 
 
 

７-２ 

検査の時期（神奈川県県土整備局工事等検査要綱第１０条） 

 工事の完成検査及び出来形検査は、工事完成届及び出来形検査申請書を受理し

た日から 14 日以内に行わなければならない。ただし、期間の末日が日曜日、土

曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、１月２日、１月３日又は１２月

２９日から１２月３１日までの日に当たるときは、期間はその翌日までとする。 



７－２－１  工事完成届  
受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければな

らない（工事請負契約第３２条第１項）。  
※ 工事現場の完成のみならず、工事書類も完成していることが必要である。 

 
７－２－２  引渡書  

発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物

の引渡しを申し出たときには、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなけ

ればならない（工事請負契約第３２条第４項）。  
 
７－２－３  建設業退職金共済関係提出書（様式１号）・

建設業退職金共済証紙貼付実績報告書（様式３号）  
証紙購入状況等を把握するため、工事請負契約金額が５００万円以上の

場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」（様式１号）及び

「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（様式３号）を工事完成時に神

奈川県知事（又は事務所長）へ提出してください（県土整備部現場説明書

Ｂ４）。  
様式１号、３号以外の｢下請から元請負者に対する辞退届｣、「建退共証

紙受払簿｣､｢建設業退職金共済手帳｣､｢建退共証紙請求書｣､｢建退共証紙受領

書｣及び｢被共済者就労状況報告書｣等の提出は不要です。  
 

７－２－４  請求書  
受注者は、工事完成検査に合格したときは、書面をもって契約金の支払

を請求することができる（工事請負契約第３３条第１項）。なお、様式の

定めはない。  
 
 
７－３  出来形検査  
 
 ７－３－１  出来形検査申請書  

受注者は、部分払いを請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来

形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認

を発注者に請求しなければならない（工事請負契約第３８条第２項）。 
 
 ７－３－２  請求書（第７２号様式）  

発注者は、出来形検査請求を受けた日から１４日以内に、受注者の立会いの上出来

形検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない（工事請負契約第

３８条第３項）。 
受注者は、出来形検査があったときは、部分払を請求することができる（工事請負

契約第３８条第５項）。 
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（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型）   

 

 

工  事  完  成  届 

 

年  月  日   

  神奈川県知事 殿 

  (   所長) 

住 所
氏 名〔法人にあっては、所在地、

名称及び代表者の氏名  〕◯印   

次のとおり工事が完成したので届け出ます。 

契 約 工 事 名  

契 約 金 額 円  

工 事 場 所  

契 約 年 月 日 年  月  日  

契 約 工 期 年  月  日から   年  月  日まで  

工 事 着 手 年 月 日 年  月  日  

工 事 完 成 年 月 日 年  月  日  

完成検査受検希望年月日 年  月  日  

備 考 

 

 

 

 

 

７－４ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引渡書 
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建設業退職金共済関係提出書（様式１）表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７-６ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建設業退職金共済関係提出書（様式１）裏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７-７ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建設業退職金共済証紙貼付実績報告書（元請） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７-８ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建設業退職金共済証紙貼付実績報告書（下請） 
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（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型）   

出 来 形 検 査 申 請 書 

年  月  日   

   神奈川県知事 殿 

   (   所長) 

住 所
氏 名〔法人にあっては、所在地、

名称及び代表者の氏名  〕◯印    

次の工事のうち    工事が完成し、検査を受けたいので申請します。 

契 約 工 事 名  

契 約 金 額 円    

工 事 場 所  

契 約 年 月 日 年  月  日    

契 約 工 期 年  月  日から   年  月  日まで  

工 事 着 手 年 月 日 年  月  日    

工 事 完 成 予 定 年 月 日 年  月  日    

出 来 形 完 成 年 月 日 年  月  日    

出来形検査受検希望年月日 年  月  日    

出 来 形 部 分 名   

備 考 
 

 

 

 

 

 

７-１１  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請求書 
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８．中間前払金  
 
８－１  中間前払金  

受注者は、前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、

契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証

証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の２以内の前払金の支払を請求

することができる（工事請負契約書第35条第3項）。  
 

受注者は、中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、

発注者または発注者の指定する者の中間前払金に係る確認をうけなければな

らない（同5項）。  
 

中間前払金の支払要件及び手続等は、中間前金払の実施について（県土経

第50号平成11年7月21日）に規定されている。  
 

中間前金払の実施について（県土経第50号  平成11年7月21日）（概要）  
 

①対象工事  
保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事請負額が300万円以上  

の工事  
②支払の割合  

請負代金額の 10分の 2以内（但し、前払金との合計額が 10分の 6を超え

ない｡）  
③支払要件  

i）  工期が２分の１を経過していること。  
ii）  工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべき工事作業  

が行われていること。  
iii)  出来高が２分の１以上あること。  

④手続  
i）  受注者は、確認請求書（別紙１）に工事履行報告書、工程表及び写

真を添付して支払要件の確認請求をする。  
ii）  発注者は、結果が妥当と認めるとき、確認調書を２部作成し、１部

を受注者に交付する。  
iii)  受注者は、確認調書の交付を受けた後、保証事業会社と保証契約  

を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、中間前払金の支払いを

請求する。  
 
 
※  「中間前払金制度」は、検査員による出来形検査を受けることなく、前払

金と併せて工事請負額の６割までの支払いが認められる制度です。  
監督員にとっては出来形設計書を作成する必要がなく、受注者にとっては

出来形検査を受検するための書類整理や受検が不要となるなど、発注者・受

注者の双方に利点がある制度ですので、有意義にご活用下さい。  
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確認請求書 
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確認調書 
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９．その他 
 
９－１ 部分使用承諾書 

発注者は、工事目的物の引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の

承諾を得て使用することができる（工事請負契約第３４条）。 

様式は、約款の運用基準の第 21 号様式及び第 21 号様式の 2 のとおりである。 

その場合、受注者は、中間技術検査または監督員による品質及び出来形等の検査（確

認を含む）を受けるものとする（共通仕様書1-1-1-2３）。 
 

 第21号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 
年  月  日 

 
           殿 

発注者          印 
 

工事目的物の使用について（協議） 
 
  次の工事について引き渡し前に使用したいので、工事請負契約書第34条第1項の規

定により同意を得たく協議します。 

１ 工 事 名  

２ 工 事 場 所  

３ 契 約 年 月 日 年  月  日 

４ 工 期 年  月  日から  年  月  日まで 

５ 請 負 代 金 額  

６ 使用したい範囲  
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 第21号様式の2（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 
年  月  日 

 
（ 発 注 者 ） 殿 
 

住 所 
 

氏 名           
 

工事目的物の使用について（同意） 
 
      年  月  日付けで協議のありました次の工事目的物の使用について

は、工事請負契約書第34条第1項の規定により同意します。 

１ 工 事 名    

２ 工 事 場 所    

３ 契 約 年 月 日   年  月  日 

４ 工 期  年  月  日から  年  月  日まで 

５ 請 負 代 金 額    

６ 同意する使用範囲  

(備考 ) 責任者及び担当者の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載した場合

は、押印を省略することができる。  
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